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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　防波堤の一部に設けた水路開口部に開閉可能に設置される防津波水門であって、
　前記水路開口部の下部に設置され、前記水路開口部の幅方向に沿って延びる軸部と、
　基端側に前記軸部が配置され、前記水路開口部の左右両側に配置したストッパー部に鉛
直姿勢で当接する閉門位置と、前記防波堤の外側の水底に水平姿勢で着底する開門位置と
の間を前記軸部の軸心を中心として回転可能な水門本体と、
　前記水門本体の先端側に配置され、前記水門本体の上面に対して垂直に起立し、前記防
波堤の外側から内側に向かう波力を受けると、前記水門本体を閉門位置に向けて回転させ
る力を作用させる閉門作動アーム部とを備え、
　閉門位置における防津波水門の重心位置が水平方向において前記軸部の軸心よりも前記
防波堤の外側で、かつ前記軸部の軸心よりも上方に位置し、前記水門本体を前記ストッパ
ー部に押し付ける押し付け力が解除されると、防津波水門が自重で開門位置に向けて回転
することを特徴とする防津波水門。
【請求項２】
　請求項１において、
　前記水門本体は、閉門位置において、前記軸部の軸心よりも前記防波堤の外側に向けて
突出する凸形状の底部を有する外観形状に形成され、水の自然注排水が可能な空間を有す
ることを特徴とする防津波水門。
【請求項３】
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　請求項２において、
　開門位置で前記水門本体の底部が嵌まり込む凹部を水底に設けたことを特徴とする防津
波水門。
【請求項４】
　請求項１乃至３のいずれか１項において、
　前記水門本体の基端側に複数の軸受を前記軸部の軸方向に沿って配置し、前記軸部に前
記複数の軸受を回転自在に取り付けたことを特徴とする防津波水門。
【請求項５】
　請求項１乃至４のいずれか１項において、
　前記閉門作動アーム部は、上端部が格子形状に形成されていることを特徴とする防津波
水門。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、防波堤の水路開口部に設ける水門に係り、特に、津波や高潮など波の力で閉
門し、津波や高潮などの終息で自重で開門する防津波水門に関する。
【背景技術】
【０００２】
　湾、港等に設けられた防波堤は、海面から上方に向け突出し、津波が湾内に浸入するの
を阻止している。防波堤には、船の出入り口である水路開口部が設けられている。津波が
襲来すると、水路開口部に設けた水門が津波の波力で閉門し、湾内に津波が浸入すること
を阻止する防津波水門が提案されている（特許文献１）。
【０００３】
　特許文献１に開示の防津波水門は、水門本体の基端部が水平方向に延びる回転軸に固定
され、水門本体と回転軸が一体的に回転可能に構成され、回転軸に略直角の角度を有して
受圧用腕部材が固定されている。海面から上方に突出する受圧用腕部材が津波の波力で湾
内側に傾くと回転軸が回転し、湾外側の海底に水平姿勢で沈んでいた水門本体が湾内側に
向け回転し、起き上がり始める。水門本体が起き上がり始めると、湾内側に向かう津波の
波力により水門本体が更に湾内側に向けて押されて回転しながら起立する。受圧用腕部材
が湾内側の海底に到達すると水門本体が略鉛直姿勢となり、回転が停止して閉門する。
【０００４】
　すなわち、津波の波力により水門本体が自動的に閉門し、水路開口部を通して防波堤の
内側に津波が襲来するのを防ぐようにしている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特許第５７５９４３１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　ところで、津波が引いて水門本体を挟んで湾の内外の海面高さが等しくなると、水門本
体を開門する必要がある。しかし、特許文献１に開示の防津波水門は、閉門状態において
、受圧用腕部材が湾内側の海底に沈んでいることから、鉛直状態に起立する水門本体が自
重で湾外側に向けて回転し難い。このため、水門本体を外力で開門方向に押す、又は引っ
張ることが必要となる。また、鉛直状態に起立する水門本体を一気に開門方向に回転させ
ると、水門本体は開門方向に回転し、大きな力で海面へ落下する。このため、水門本体が
開門本体方向へ落下する際に海面に大きな衝撃力を受けて大きな波が発生する。
【０００７】
　そこで、本発明は、このような従来の技術の有する未解決の課題に着目してなされたも
のであって、津波や高潮など波の力で閉門し、津波や高潮などの終息で自重で開門する防
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津波水門を提供することを目的としている。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　〔発明１〕　上記目的を達成するために、発明１の防津波水門は、防波堤の一部に設け
た水路開口部に開閉可能に設置される防津波水門であって、前記水路開口部の下部に設置
され、前記水路開口部の幅方向に沿って延びる軸部と、基端側に前記軸部が配置され、前
記水路開口部の左右両側に配置したストッパー部に鉛直姿勢で当接する閉門位置と、前記
防波堤の外側の水底に水平姿勢で着底する開門位置との間を前記軸部の軸心を中心として
回転可能な水門本体と、前記水門本体の先端側に配置され、前記水門本体の上面に対して
垂直に起立し、前記防波堤の外側から内側に向かう波力を受けると、前記水門本体を閉門
位置に向けて回転させる力を作用させる閉門作動アーム部とを備え、閉門位置における防
津波水門の重心位置が水平方向において前記軸部の軸心よりも前記防波堤の外側で、かつ
前記軸部の軸心よりも上方に位置し、前記水門本体を前記ストッパー部に押し付ける押し
付け力が解除されると、防津波水門が自重で開門位置に向けて回転する。
【０００９】
　〔発明２〕　さらに、発明２の防津波水門は、発明１の防津波水門において、前記水門
本体は、閉門位置において、前記軸部の軸心よりも前記防波堤の外側に向けて突出する凸
形状の底部を有する外観形状に形成され、水の自然注排水が可能な空間を有する。
【００１０】
　〔発明３〕　さらに、発明３の防津波水門は、発明２の防津波水門において、開門位置
で前記水門本体の底部が嵌まり込む凹部を水底に設けた。
【００１１】
　〔発明４〕　さらに、発明４の防津波水門は、発明１乃至３のいずれか１の防津波水門
において、前記水門本体の基端側に複数の軸受を前記軸部の軸方向に沿って配置し、前記
軸部に前記複数の軸受を回転自在に取り付けた。
【００１２】
　〔発明５〕　さらに、発明５の防津波水門は、発明１乃至４のいずれか１の防津波水門
において、前記閉門作動アーム部は、上端部が格子形状に形成されている。
【発明の効果】
【００１３】
　以上説明したように、発明１の防津波水門によれば、津波や高潮の襲来で水路開口部を
閉門した防津波水門が津波や高潮の終息で、自重で開門位置に回転移動するため、防津波
水門の開門作業が不要となり、船舶の通行開始を迅速に行える。
【００１４】
　さらに、発明２の防津波水門によれば、閉門位置において、水門本体の重心を防波堤の
外側に積極的に位置させることができ、防津波水門を確実に閉門位置から開門位置に向け
て自重で回転移動させることができる。また、閉門位置から開門位置に向けて回転しなが
ら水が自然に排水されて水門本体の重量が減少するため、防津波水門はゆっくりと傾きな
がら回転し水中に落下し、落下衝撃による損傷を免れ、また大きな波を発生させることが
ない。
【００１５】
　さらに、発明３の防津波水門によれば、水路開口部から防波堤の外側に渡る海底の水深
を深くし、安全な船舶の航行が保証される。
【００１６】
　さらに、発明４の防津波水門によれば、水門本体の確実な回転を保証することができ、
また防津波水門の取り付けが容易となる。
【００１７】
　さらに、発明５の防津波水門によれば、閉門作動アーム部の先端重量を軽くしつつ、必
要な作用力を水門本体の先端部に作用することができる。
【図面の簡単な説明】
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【００１８】
【図１】実施の形態に係る防津波水門１０の分解斜視図である。
【図２】図１のＡ－Ａ線に沿った断面図で、開門位置を示す。
【図３】図１のＡ－Ａ線に沿った断面図で、閉門位置を示す。
【図４】図３に示す閉門位置から図２に示す開門位置に防津波水門が移行する途中の状態
を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１９】
　以下、本発明の実施の形態を説明する。図１乃至図４は、本実施の形態を示す図である
。
【００２０】
　まず、本実施の形態の構成を説明する。
　図１は、実施の形態に係る防津波水門１０の分解斜視図である。防津波水門１０は、図
２で示す開門位置と、図３で示す閉門位置との間で、図４に示すように回転可能となって
いる。
【００２１】
　防津波水門１０は、図１に示すように、防波堤１の一部に設けた水路開口部２を開閉可
能に配置され、平常時は水路開口部２を開放した開門位置に維持されて漁船等の船舶を航
行可能とする。また、防津波水門１０は、津波、高潮の襲来時に水路開口部２を閉鎖した
閉門位置に維持され、防波堤１の内側である湾内４の海面上昇を防止する。防波堤１は、
コンクリートにより海中に構築され、上端が例えば平常時の海面ＷＬ１よりも所定の高さ
を有して上方に突出し、防波堤１の外側である湾外３からの津波、高潮が湾内４に入らな
いようにしている。防波堤１を設置する水底（海底）ＳＦの地質は特に限定されず、コン
クリート、岩石、砂土、泥などのいずれであってもよい。
【００２２】
　水路開口部２は、防波堤１を構成する左右の第１防波堤部５と第２防波堤部６の対向す
る第１壁体部７と第２壁体部８の間に形成されている。第１壁体部７と第２壁体部８の海
底から上端までの高さをＨ１とし、防津波水門１０の全長をＨ２とすると、Ｈ１とＨ２の
高さの関係は、Ｈ１＜Ｈ２としている。
【００２３】
　第１壁体部７と第２壁体部８は、湾内４側の左右の壁部７Ａ、８Ａが水路開口部２側に
飛び出た横断面がＬ字形状に形成されている。壁部７Ａと壁部８Ａの基端側の対向幅をＬ
１、壁部７Ａと壁部８Ａの突出壁端の対向幅（ゲート幅）をＬ２（Ｌ２＜Ｌ１）とし、防
津波水門１０の幅をＬ３とすると、長さＬ１とＬ２とＬ３の関係は、Ｌ２＜Ｌ３＜Ｌ１と
している。壁部７Ａ、８Ａにおいて、湾外３側に向かう壁部をストッパー部であるストッ
パー壁部７Ｂ、８Ｂとしている。ストッパー壁部７Ｂ、８Ｂの作用については後述する。
ゲート幅Ｌ２は、防波堤１の設置場所により異なり、例えば５ｍ～５００ｍ程度に設定す
ることができる。
【００２４】
　防津波水門１０は、第１壁体部７と第２壁体部８との間で、水路開口部２の下部である
海底ＳＦに近い位置に固定された水平方向に延びる軸部である支持軸１１の軸心を中心に
、図２で示す開門位置から図３で示す閉門位置との間で回転可能となっている。図３に示
す閉門位置において、防津波水門１０がストッパー壁部７Ｂ、８Ｂに当接することで防津
波水門１０の回転が阻止されて閉門位置が維持される。支持軸１１は耐食処理が施された
金属材により作製される。
【００２５】
　防津波水門１０は、水門本体１２と、軸受部１３と、閉門作動アーム部１４を有する。
水門本体１２は、箱状に形成された耐食処理が施された鋼板製の閉鎖板部１５の底板側に
耐食処理が施された鋼板製のタンク部１６を一体的に固定した構成としている。閉鎖板部
１５の基端側に軸受部１３を固定し、閉鎖板部１５の先端側に閉門作動アーム部１４を固
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定している。
【００２６】
　水門本体１２の構成を図１～図３を参照してさらに説明する。
　水門本体１２の閉鎖板部１５は、離隔対向する矩形平板の上板１５ａと下板１５ｂの周
囲を外側板１５ｃで取り囲んで箱状に形成され、内部に設けた補強部材１５ｄ等により高
剛性に構成されている。閉鎖板部１５の下板１５ｂ側にタンク部１６を固定している。閉
鎖板部１５内はタンク部１６と連通して海水の注排水を可能としてもよく、またコンクリ
ートを注入して剛性を更に高めるようにしてもよい。
【００２７】
　タンク部１６は、左右の外側板１７と底板１８と、閉鎖板部１５により囲まれて海水が
満たされる空間Ｑが形成される。底板１８は、縦断面が円弧状に形成され、一端側が閉鎖
板部１５の基端側に固定され、他端側が閉鎖板部１５の先端側に固定されている。タンク
部１６は、内部に補強部材１６ａ等を設けて津波の波力により破壊されない強度としてい
る。
【００２８】
　タンク部１６は、底板１８の一端部側と他端部側にタンクの内外を連通する連通口１９
、２０を設けている。一端側連通口１９と他端側連通口２０は、図２に示す開門位置では
、平常時の海面ＷＬ１よりも下がった位置に存在するので、海水をタンク部１６内に自然
注入する。また、図３に示す津波が襲来した閉門位置では、異常時の海面ＷＬ２よりも上
方の他端側連通口２０を通して外気がタンク部１６内に入り込み、一端側連通口１９を通
してタンク部１６内の海水がタンク外に自然排水される。一端側連通口１９と他端側連通
口２０は内径と個数を適宜調整し、海水の注排水時間、注排水量を調整することができる
。
【００２９】
　軸受部１３は、例えば閉鎖板部１５の幅方向に沿って間隔を有して配置された複数の軸
受２１により構成される。複数の軸受２１は、２分割構造に構成され、一方の分割軸受２
１Ａを閉鎖板部１５側に固定され、他方の分割軸受２１Ｂを一方の分割軸受２１Ａに対し
てボルトなどで固定できるようにしている。一方の分割軸受２１Ａを支持軸１１に装着し
、他方の分割軸受２１Ｂを支持軸１１の反対側から装着してボルトで一方の分割軸受２１
Ａに固定する。このような作業は例えば海中で行うことができる。なお、軸受２１が支持
軸１１に対して軸方向に移動することを阻止するストッパー（不図示）を設けることで、
防津波水門１０が不用意に軸方向に移動することを防止できる。
【００３０】
　図３に示す閉門位置において、水門本体１２の閉鎖板部１５は略鉛直状態に起立し、タ
ンク部１６は閉鎖板部１５よりも湾外３側に凸に突出している。このため、閉門作動アー
ム部１４を除いた状態において、水門本体１２の鉛直方向における重心位置は支持軸１１
の軸中心よりも湾外３側に存在する。また、閉門作動アーム部１４を設けた状態において
、防津波水門１０の鉛直方向における重心位置を支持軸１１の軸心よりも湾外３側に設定
している。すなわち、防津波水門１０の重心位置は、支持軸１１の軸中心よりも水平方向
において湾外３側に位置し、垂直方向において軸中心よりも上方に位置する。
【００３１】
　このため、図４に示す湾内４と湾外３の海面ＷＬ１のレベルが一致し、防津波水門１０
の水門本体１２を閉門位置に押し付けている津波の押し付け力が解除されると、防津波水
門１０は、支持軸１１を中心として自重により湾外３方向に向けて回転し、自動的に水路
開口部２の湾外３側の海底ＳＦに着底する。
【００３２】
　水路開口部２の湾外３側の海底ＳＦには、海底ＳＦに着底したタンク部１６が嵌まり込
む凹部Ｐを設けている。したがって、水路開口部２の水深を深くすることができ、水路開
口部２を安全に漁船などの船が通過することができる。また、開門位置において、タンク
部１６が凹部Ｐ内に嵌まり込んでいるため、タンク部１６が潮の流れの影響を受け難く、
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支持軸１１に余分なストレスが加わらない。
【００３３】
　閉門作動アーム部１４は、湾外３から湾内４に向けて襲来する津波の波の力を受けるも
のであり、また平常時は水路開口部２を通行する漁船などの船舶の通行を妨げないように
している。閉門作動アーム部１４は、左右の主支柱２２、２３を有する門型のフレーム構
造を有し、閉鎖板部１５の水平姿勢において、閉鎖板部１５の先端部から上方に向けて左
右の主支柱２２、２３が垂直に起立する。主支柱２２、２３は閉鎖板部１５の上板１５ａ
との間に補強部材２４を取り付けている。
【００３４】
　水門本体１２は、閉門位置において、上板１５ａの幅方向両側部が第１防波堤部５と第
２防波堤部６のストッパー壁部７Ｂ、８Ｂに当接する。その際、補強部材２４が防波堤１
の上端よりも下方に位置するので、補強部材２４がストッパー壁部７Ｂ、８Ｂに干渉する
のを防止するために、主支柱２２、２３を閉鎖板部１５の幅方向両端から内側に所定の長
さを有して固定している。なお、主支柱２２、２３が高く、閉門位置で補強部材２４がス
トッパー壁部７Ｂ、８Ｂに干渉するおそれがない場合、主支柱２２、２３を閉鎖板部１５
の幅方向両端部に設けることができる。水門本体１２の全長Ｈ２と、主支柱２２、２３の
高さＴは、設置条件により具体的な寸法が異なり、特に限定されないが、例えば１５ｍ～
２５ｍ、より好ましくは１８ｍ～２２ｍ程度に設定することができる。
【００３５】
　主支柱２２と主支柱２３の上端に上側横架部材２５を取り付け、上側横架部材２５の下
側に下側横架部材２６を取り付け、さらに上側横架部材２５と下側横架部材２６との間に
副支柱２７を取り付けている。本実施の形態では、主支柱２２、２３と、上側横架部材２
５と、下側横架部材２６と、副支柱２７とにより、閉門作動アーム部１４を鳥居の外観形
状としている。
【００３６】
　閉門作動アーム部１４は湾外３側に向かう面が津波の波力を受ける面であり、水門本体
１２に対して付与する回転モーメントは、主支柱２２、２３の上部に設けた上側横架部材
２５と下側横架部材２６と副支柱２７が大きな役割を果たしている。上側横架部材２５と
下側横架部材２６と副支柱２７により格子形状とすることで、必要以上に受圧面積を増や
すことがなく、しかも高剛性で軽量の津波の波力の受圧部２８を構成する。
【００３７】
　閉門作動アーム部１４は、水門本体１２の先端側に配置されているので、水門本体１２
の全長を利用して水門本体１２を引き起こす回転モーメントを発生させる。閉門作動アー
ム部１４が津波の波力を受けると、海底ＳＦに水平姿勢で着底する水門本体１２に対し、
支持軸１１を中心に湾内４側に向けて引き起こす回転モーメントを付与する。水門本体１
２が水平姿勢の開門位置から引き起こされると、津波の波力は水門本体１２の底部である
タンク部１６の底板１８の外面に作用し、水門本体１２を更に引き起こしながら閉門位置
に回転させる。このように、閉門作動アーム部１４は、水門本体１２をストッパー壁部７
Ｂ、８Ｂに当接する略鉛直姿勢まで回転させる必要はないため、津波の波力を受ける受圧
面が小さくてよい。
【００３８】
　閉門作動アーム部１４は鳥居のような門型の形状としているため、受圧面積は少ないが
、水門本体を引き起こすのに十分な回転モーメントを水門本体１２に付与することができ
る。閉門作動アーム部１４が受ける閉門方向の力は水門本体１２の先端側に作用するため
、小さな作用力で水門本体１２を開門位置から引き起こすことができる。
【００３９】
　また、図３に示す閉門位置で、閉門作動アーム部１４は防波堤１の上端よりも上方で水
平姿勢となるが、閉門作動アーム部１４は軽量であり、水門本体１２はタンク部１６が湾
外３側に突出しているため、防津波水門１０の重心は支持軸１１の軸心よりも湾外３側に
存在する。また、閉門位置で閉門作動アーム部１４は、湾内４側の海底ではなく、防波堤
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１の上端よりも上方に存在するため、海底に存在する場合とは異なり、開門方向への回転
に抵抗となる外力の影響がない。したがって、防津波水門１０がストッパー壁部７Ｂ、８
Ｂに津波の波力で押し付けられている閉門状態が解除されると、防津波水門１０が支持軸
１１を中心として閉門位置から開門位置に自重で回転しながら移動する。
【００４０】
　次に、本実施の形態の動作を説明する。
　図２に示す平常時において、防津波水門１０は、防波堤１よりも湾外３側の海底ＳＦに
開門状態の水平姿勢で着底している。水門本体１２は平常時の海面ＷＬ１よりも下に存在
するため、一端側連通口１９と他端側連通口２０よりタンク部１６内に海水ＳＷが満水に
注水されている。閉鎖板部１５の上板１５ａに対して垂直状態に起立する閉門作動アーム
部１４は、上側横架部材２５と下側横架部材２６が平常時の海面ＷＬ１よりも上方に出て
いる。
【００４１】
　図３に示すように、津波が発生すると、津波は上昇した海面ＷＬ２で湾外３から湾内４
に向けて防波堤１に襲来する。防波堤１の水路開口部２に配置した防津波水門１０は、閉
門作動アーム部１４に加わる津波の波力が水門本体１２の先端部に作用し、水門本体１２
に支持軸１１を中心として湾内４側に向けて回転する回転モーメントが付与され、水門本
体１２が起き上がり始まる。そうすると、水門本体１２の底板１８に津波の波力が作用し
、大きな力で防津波水門１０が支持軸１１を中心に湾内４側に向けて回転する。水門本体
１２が略鉛直位置まで回転し、上板１５ａの幅方向両端部が長さ方向に沿ってストッパー
壁部７Ｂ、８Ｂに当接すると、津波の波力と湾内４側との海面差（ＷＬ２－ＷＬ１）に基
づく水圧により押圧されて水門本体１２が水路開口部２を閉門する。
【００４２】
　水門本体１２が略鉛直姿勢に起立した状態において、タンク部１６内の海水ＳＷは、下
側に位置する一端側連通口１９から排水されて湾外３側の海面ＷＬ２まで低下する。また
、閉門作動アーム部１４は、防波堤１の上端よりも上方位置において水平姿勢で停止して
おり、受圧部２８は支持軸１１の軸心よりも湾内４側に位置する。受圧部２８を軽量とし
ているため、防津波水門１０には支持軸１１を中心として湾外３側へ向かう方向に回転す
るモーメントが作用する。
【００４３】
　津波の終息により海面ＷＬ２が低下し始めると、タンク部１６内の海水ＳＷが一端側連
通口１９からさらに排水されてタンク部１６の重量も併せて低下する。このため、防津波
水門１０の重心位置が支持軸１１の軸中心寄りに移動する。湾外３の海面ＷＬ２が更に低
下して湾内４の海面ＷＬ１に近づくと、水門本体１２を湾外３から湾内４側に向けて押す
水圧が低下し、図４に示すように、防津波水門１０が起立している閉門位置から開門位置
に向けて支持軸１１を中心に矢印方向に回転し始める。
【００４４】
　防津波水門１０が図３に示す閉門位置から図２に示す開門位置に向け、図４に示すよう
に傾斜し始めると、タンク部１６内の海水ＳＷが排水されて水門本体１２が軽量化すると
共に重心位置が支持軸１１の軸心側に移動する。このため、防津波水門１０はゆっくりと
回転が始まり、大きな衝撃を与えずに海面ＳＷに落下し、一端側連通口１９及び他端側連
通口２０からタンク部１６内に海水ＳＷが注水されながら海底ＳＦに着底する。したがっ
て、防津波水門１０自体の損傷が免れ、また落下時の衝撃で大きな波を発生させることも
ない。
【００４５】
　防津波水門１０は、津波の襲来により防波堤１の水路開口部２を津波の波力を利用して
自動的に閉門し、津波が終息すると、重心位置が支持軸１１の軸心よりも湾外３側に存在
することで自動的に開門するようにしているが、高潮の襲来によって水路開口部２の自動
閉門を行うことができ、高潮の終息で自動開門する。
【００４６】
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　次に、本実施の形態の効果を説明する。
　本実施の形態によれば、津波、高潮が襲来しても水路開口部２を襲来する波の力で防津
波水門１０が自動的に閉門し、湾内４に津波、高潮が入り込むのを防止できる。閉門作動
アーム部１４は水門本体１２の先端部に閉門のための力を作用し、防津波水門１０に閉門
方向への回転モーメントを付与するため、小さな作用力で防津波水門１０を引き起こすこ
とができる。このため、閉門作動アーム部１４の受圧部２８は受圧面積を小さくでき、こ
れにより受圧部２８の軽量化が図れるので、閉門位置で防津波水門１０が閉門方向へ向け
回転する回転モーメントの発生を抑制することができる。
【００４７】
　また、防津波水門１０は、津波、高潮の終息により、自重で回転し水路開口部２を開門
するため、直ちに漁船などの船舶の航行を確保することができる。特に、防津波水門１０
はゆっくりと回転しながら海面に落下し海底に着底するため、防津波水門１０へのダメー
ジが少なく、大きな波を発生させることもない。
【００４８】
〔変形例〕
　防津波水門１０は、上記実施の形態の構成に限定されるものではなく、以下の構成であ
ってもよい。
【００４９】
　１．支持軸１１の両端部を防波堤１の第１壁体部７と第２壁体部８の間に回転可能に取
り付け、水門本体１２を支持軸１１に固定し、支持軸１１の回転で防津波水門１０の自動
開閉を行えるようにしてもよい。
【００５０】
　２．タンク部１６の底板１８は湾曲面に形成し、タンク部１６をいわゆるかまぼこ型に
形成しているが、三角形等の形状であってもよく、防津波水門１０の重心位置が支持軸１
１の軸心よりも湾外３側に位置する構造であればよい。また、タンク部１６の一端側と他
端側に連通口１９、２０を形成しているが、この位置に限定されることはない。要するに
、水門本体１２が海面よりも上方に飛び出ている状態で、タンク部１６内の液面レベルが
海面と同レベルとなるようにタンク部１６内の海水が排水でき、海底に沈んだ状態でタン
ク部１６内に海水が満水に注水できる位置に適宜の個数、サイズで設ければよい。
【００５１】
　３．閉門作動アーム部１４は、２本の主支柱２２、２３で構成しているが、水門本体の
サイズが大型であれば主支柱を３本又は４本のように適宜増加し、漁船などの船舶が通過
できる間隔で設置する。また、水門本体１２、閉門作動アーム部１４の材料としては、鋼
材以外に、コンクリート、繊維強化複合材、ゴム材等を適宜使用することも可能である。
【００５２】
　４．受圧部２８は鳥居形状に限定されるものではなく、津波の波力を受けて水門本体１
２を起き上がらせることができる面積を備えたものであればよいが、通常時には海面ＷＬ
１から上方に突き出ているため、見栄えのよい形状が望まれる。
【符号の説明】
【００５３】
１…防波堤、　２…水路開口部、　３…湾外、　４…湾内、　５…第１防波堤部、　６…
第２防波堤部、　７…第１壁体部、　８…第２壁体部、　７Ａ、８Ａ…壁部、　７Ｂ、８
Ｂ…ストッパー壁部、　１０…防津波水門、　１１…支持軸、　１２…水門本体、　１３
…軸受部、　１４…閉門作動アーム部、　１５…閉鎖板部、　１５ａ…上板、　１５ｂ…
下板、　１５ｃ…外側板、　１５ｄ…補強部材、　１６…タンク部、　１７…外側板、　
１８…底板、　１６ａ…補強部材、　１９…一端側連通口、　２０…他端側連通口、　２
１…軸受、　２１Ａ…一方の分割軸受、　２１Ｂ…他方の分割軸受、　２２、２３…主支
柱、　２４…補強部材、　２５…上側横架部材、　２６…下側横架部材、　２７…副支柱
、　２８…受圧部、　ＷＬ１…平常時の海面、　ＷＬ２…異常時の海面、　ＳＷ…海水、
　ＳＦ…海底、　Ｔ…高さ、　Ｐ…凹部、　Ｑ…空間
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【要約】
【課題】　津波や高潮など波の力で閉門し、津波や高潮などの終息で自重で開門する防津
波水門を提供する。
【解決手段】　防津波水門１０は、防波堤１の水路開口部２を湾外の海底に水門本体１２
が着底した開門位置から水路開口部２の両側のストッパー部７Ｂ、８Ｂに水門本体１２が
鉛直姿勢で当接する閉門位置との間を水路開口部２の下部に設けた支持軸１１を中心に回
転可能とし、水門本体１２は自然注排水が可能なかまぼこ型タンク部１６と、水門本体１
２の先端側に垂直に取り付けられた閉門作動アーム部１４とを有し、防津波水門１０の閉
門位置で、防津波水門１０の重心位置を支持軸１１の軸心より湾外で、支持軸１１の軸心
よりも上方に位置し、水門本体１２をストッパー部７Ｂ、８Ｂに押し付ける押し付け力が
解除されると、防津波水門１０が自重で開門位置に向けて回転する。
【選択図】　図１

【図１】 【図２】

【図３】
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